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流通経済大学学則（案） 

(制定 昭和 40 年４月１日) 

 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 本学は、教育基本法および学校教育法に則り、広く知識を授け人格の陶冶に努めるとともに、

広く社会科学に関する学問を研究教授し、もって産業の興隆と文化の発展に寄与すべき優秀な人材を

養成することを目的とする。 

 

(名称) 

第２条 本学は、流通経済大学と称する。 

 

(自己点検および評価等) 

第２条の２ 本学は、その研究教育水準の向上を図り、その目的および社会的使命を達成するため、教

育研究活動等の状況について、自己点検および評価を行い教育研究活動の改善および充実に努めるも

のとする。 

２ 前項の点検および評価の方法等については、別に定める。 

 

(認証評価) 

第２条の３ 本学は、前条に定める自己点検および評価の結果について、学校教育法に則り、文部科学

大臣の認証を受けた機関による認証評価を受け、その結果を公表するものとする。 

 

(認証評価室) 

第２条の４ 本学に、教育研究等の活動状況について自己点検及び評価の実施並びにその取り組みを行

うため、認証評価室を置く。 

２ 前項の評価室に関する規則は、別に定める。 

 

(情報公開) 

第２条の５ 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることがで

きる方法によって、積極的に情報を公開するものとする。 

 

(位置) 

第３条 本学は、茨城県龍ケ崎市字平畑 120 番地に位置する。 
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第２章 学部、学科の組織および修業年限 

 

(学部および学科) 

第４条 本学に次の学部および学科を置く。 

      経済学部       経済学科 

                 経営学科 

      社会学部       社会学科 

                 国際観光学科 

      流通情報学部     流通情報学科 

      法学部        ビジネス法学科 

                 自治行政学科 

      スポーツ健康科学部  スポーツ健康科学科 

                    スポーツコミュニケーション学科スポーツコミュニケーション学科スポーツコミュニケーション学科スポーツコミュニケーション学科    

    

(学部および学科の目的) 

第４条の２ 本学は、学部および学科の目的を次のとおり定める。 

経済学部  経済学部では、経済学や経営学の専門知識を基礎に、広い国際的視野と的確な

情報処理能力をそなえた教養ある人材の養成を目的とする。 

 経済学科では、経済・社会情勢を的確に見極めるための基礎知識を持ち、実践

の場においてこれを応用できる人材の養成を目的とする。 

 経営学科では、経営学全般の基礎的理論の修得をはかり、さらに実践的教育を

ほどこすことを通して現場の多様な課題に対応できるスペシャリストの養成を目

的とする。 

社会学部  社会学部では、社会学的な素養を十分に身に付けた高度の教養人の養成を目的

とする。 

 社会学科では、産業、社会、文化、地域、教育、福祉等にかかわる諸問題に適

切に対応しうる実証的な思考能力と行動力を備えた人材の養成を目的とする。 

 国際観光学科では、観光にかかわる生活、産業、社会、文化などの分野で、柔

軟な思考能力と専門的な知識を備えて活躍する国際的人材の養成を目的とする。 

流通情報学部  流通情報学部では、情報科学と流通科学との有機的統合をはかり、情報社会に

おける流通の高度化に寄与する人材の養成を目的とする。 

 流通情報学科では、ロジスティクスの考え方を核として、広い視野を持って経

済・社会システムをデザインすることができる人材の養成を目的とする。 

法学部  法学部では、法律の知識に基づく論理的思考やバランス感覚を身に付け、幅広

く奥行きのある教養と人間性をも備えた人材の養成を目的とする。 

 ビジネス法学科では、企業活動における法令遵守や企業統治の現代的意義を深

く理解し、ビジネス界で実践できる人材の養成を目的とする。 

 自治行政学科では、地方自治を担う人材を養成すべく、専門の法律や政治・行

政について理解し、地方自治に関わる分野で、法的思考力や政策形成能力を発揮

できる人材の養成を目的とする。 

スポーツ健康科学部  スポーツ健康科学部では、スポーツと健康の領域に関して、人間力と生命の尊

厳を柱に多様な経験と専門的知織をもって諸問題を積極的に解決できる人材の養

成を目的とする。 

 スポーツ健康科学科では、スポーツの競技力向上、青少年から高齢者にいたる

健康の維持・増進活動、学校教育や社会教育の推進に寄与できる人材の養成を目

的とする。 

 スポーツコミュニケーション学科では、スポーツをする・みる・ささえる人材スポーツコミュニケーション学科では、スポーツをする・みる・ささえる人材スポーツコミュニケーション学科では、スポーツをする・みる・ささえる人材スポーツコミュニケーション学科では、スポーツをする・みる・ささえる人材

のみでなく、広く社会一般においてスポーツから得た高度なコミュニケーションのみでなく、広く社会一般においてスポーツから得た高度なコミュニケーションのみでなく、広く社会一般においてスポーツから得た高度なコミュニケーションのみでなく、広く社会一般においてスポーツから得た高度なコミュニケーション

能力を活用できる人材の養成を目的とする。能力を活用できる人材の養成を目的とする。能力を活用できる人材の養成を目的とする。能力を活用できる人材の養成を目的とする。    
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(修業年限) 

第５条 本学の修業年限は、4年とする。ただし、休学期間を除き、在学年数は、8年を超えることがで

きない。 

 

 

第３章 学年、学期および休業日 

 

(学年) 

第６条 春学期入学者の学年は、4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日に終わる。 

２ 秋学期入学者の学年は、9月 16日に始まり、翌年 9月 15日に終わる。 

 

(学期) 

第７条 学年は、次の 2期に分ける。 

    春学期 4 月 1日から 9月 15日まで 

    秋学期 9月 16日から翌年 3月 31 日まで 

２ 学長は、前項の規定にかかわらず、春学期の終了日および秋学期の開始日を変更するこができる。 

 

(休業日) 

第８条 定期休業は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)に規定する休日 

(3) 本学創立記念日(11 月 1日) 

(4) 夏季休業 7月下旬から 9月下旬の間で、学長が別に定める期間 

(5) 冬季休業 12 月下旬から翌年 1月上旬の間で、学長が別に定める期間 

(6) 春季休業 2月上旬から 3月下旬の間で、学長が別に定める期間 

 

(休業日の変更) 

第９条 学長は、前条各号の休業日を変更または臨時に休業日を定めることができる。 

２ 特に必要があるときは、休業中でも授業をすることがある。 

 

 

第４章 授業科目および単位数 

 

(授業科目および単位数) 

第 10 条 本学において教授する授業科目および単位数は、別表Ⅰのとおり定める。 
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第５章 履修方法 

 

(単位の計算方法) 

第 11 条 単位の計算は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを

標準とし、授業の方法に応じ、当該授業科目による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、

次の基準により行う。 

(1) 講義および演習については、15 時間から 30時間までの範囲で行われる授業をもって 1単位とす

る。 

(2) 実験・実習および実技については、30時間から 45 時間までの範囲で行われる授業をもって 1単

位とする。 

(履修方法) 

第 12 条 卒業に必要な単位数は、経済学部 124単位、社会学部 124単位、流通情報学部 124単位、法学

部 124単位、スポーツ健康科学部 124単位とする。 

  その内訳は、別表Ⅱのとおりとする。 

 

(授業科目および担当教員の発表) 

第 13条 各授業科目の担当者、授業時間割等は、毎学年の始めにこれを公示する。学生は、これによっ

て所定の期日までにその履修すべき授業科目を選定して届け出なければならない。 

 

(外国の大学等における習得単位等の取扱い) 

第 14 条 学長は、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、次の各号に該当する他の大学

等で修得した単位又は学修を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなす。 

(1) 外国の大学又はこれに準ずる高等教育機関で学修をすることを目的とする留学を許可した学生が

当該外国の大学等において修得した単位 

(2) 本学と単位互換協定を結んだ他の大学で単位互換履修生等として授業科目を履修し修得した単位 

(3) 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学

修 

(4) 文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を教室以

外の場所で履修した学修 

２ 学長は、前項の規定により修得したものとみなした単位について、教授会の審議を経て、60単位を

限度として、卒業の要件となる単位として認めることができる。 

 

 

第６章 試験、卒業および学位 

 

(試験) 

第 15条 所定の科目を履修した者に対しては、毎学期末に試験を行う。ただし、教授会において平常点

をもって試験に代えることを認められた科目については、この限りではない。 

２ 前項の定期試験の外に教授会で認められた科目については、臨時に試験を行うことができる。 
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(試験の方法) 

第 16条 試験の方法は、筆記試験、口述試験、および論文考査の 3 種とする。 

 

(成績の評価) 

第 17条 試験の成績は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの 5 級に分ち、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格としＤを不合格とす

る。 

２ 試験に合格した者には、その科目の単位を与える。 

 

(卒業) 

第 18条 本学に 4年以上在学して、所定の試験に合格し、所定の単位を取得した者は卒業とする。 

 

(学位) 

第 19条 本学を卒業した者には、次の区分に従い、学士の学位を授与する。 

     経済学部      経済学科      学士(経済学) 

               経営学科      学士(経営学) 

     社会学部      社会学科      学士(社会学) 

               国際観光学科    学士(社会学) 

     流通情報学部    流通情報学科    学士(流通情報学) 

     法学部       ビジネス法学科   学士(法学) 

               自治行政学科    学士(法学) 

     スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 学士(スポーツ科学) 

               スポーツコミュニケーション学科スポーツコミュニケーション学科スポーツコミュニケーション学科スポーツコミュニケーション学科    学士（スポーツ学士（スポーツ学士（スポーツ学士（スポーツ健康健康健康健康科学）科学）科学）科学）    

 

(教員免許状の取得資格) 

第 20 条 教員免許状を得ようとする者は、第 12条に規定するもののほか、教育職員免許法および同法

施行規則に定めるところにより所定の単位を修得しなければならない。 

  各学部の各学科において取得することができる教育職員免許状の種類および履修要項は、「教職課

程に関する規程」に定める。 
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第７章 収容定員 

 

(収容定員) 

第 21 条 本学の収容定員は、次のとおりとする。 

学部 学科 入学定員 
２年次 

編入学定員 

３年次 

編入学定員 
収容定員 

経済学部 経済学科 222220202020 名名名名    － － 880880880880 名名名名    

経営学科 150 名 － － 600 名 

社会学部 社会学科 111133330000 名名名名    － － 520520520520 名名名名    

国際観光学科 120 名 － 20 名 520 名 

流通情報学部 流通情報学科 111133330000 名名名名    －－－－    －－－－    520520520520 名名名名    

法学部 ビジネス法学科 100 名 － 10 名 420 名 

自治行政学科 100 名 － 10 名 420 名 

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 200 名 － － 800 名 

スポーツスポーツスポーツスポーツ    

コミュニケーション学科コミュニケーション学科コミュニケーション学科コミュニケーション学科 
100100100100 名名名名    － － 400400400400 名名名名    

計 1,21,21,21,255550000 名名名名    －－－－    40 名 5,080 名 

 

 

 

第８章 職員の組織および職務 

 

(職員の組織) 

第 22 条 本学に、次の学長その他の教職員を置く。 

    学長  

    教授  

    准教授  (教育職員) 

    講師  

    助教  

    助手  

    職員  (事務職員、技術職員、労務職員) 

 

(学長その他の教育職員の職務) 

第 23条 学長は、校務を掌り、所属職員を統督する。 

２ 教授は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 

３ 准教授は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 

４ 講師は、教授または准教授に準ずる職務に従事する。 

５ 助教は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 

６ 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 
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(教育内容の改善のための組織的な研修等) 

第 24 条 各学部は授業の内容および方法の改善を図るための組織的な研修および研究を実施するもの

とする。 

 

(職員の職務) 

第 25条 職員は、学長の命をうけ、それぞれ大学の事務、技術または労務に従事する。 

 

 

第９章 大学協議会、教授会および委員会 

 

(大学協議会) 

第 26条 本学に、大学協議会を置く。 

２ 大学協議会に関する規則は別に定める。 

 

(教授会) 

第 27条 各学部に教授会を置く。 

２ 教授会は、学部に所属する専任の教授、准教授、講師および助教をもって構成する。 

３ 教授会は、学部に係る次の事項を審議し、学長にその意見を述べるものとする。 

(1) 教育課程に関する事項 

(2) 学生の入学および卒業の認定に関する事項 

(3) 学生の学内試験に関する事項 

(4) 学生の学園生活に関する事項 

(5) 学生の賞罰に関する事項 

(6) 教員の教育研究業績の審査、選考に関する事項 

(7) その他学部の教育研究および運営に関する重要事項 

４ 前項以外の各学部の教授会に関する事項は、各学部規則で定める。 

(全学教員会議) 

第 28条 本学に全学教員会議を置く。 

２ 全学教員会議の構成員は、本学専任の教授、准教授、講師とする。 

３ 全学教員会議は、次の場合にこれを開催する。 

(1) 本学の運営に関し、学長が全学の教員に対して方針または意見を伝達し、若しくは全学の教員の

意見を徴する必要のあるとき。 

(2) 本学の運営に関して、教員が全学的な立場で意見を陳述する必要のあるとき。 

４ 前項以外の全学教員会議に関する事項は、全学教員会議規程で定める。 

 

(委員会) 

第 29条 本学に学生委員会および図書館運営委員会その他必要な委員会を置く。 

２ 前項の各委員会に関する規則は、それぞれ別に定める。 

 



8 

 

第 10章 入学、休学、復学、留学、退学、編・転入学、転学部・転学科および再入学 

 

(入学の時期) 

第 30 条 入学の時期は、第６条に規定する各学年の始めとする。 

 

(入学の資格) 

第 31 条 本学に入学できる者の資格は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学

校教育を修了した者を含む。) 

(3) 外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の

指定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該

課程を修了した者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 大学入学資格検定規程(昭和 26年文部省令第 13 号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定

に合格した者 

(7) 相当の年齢に達し、本学において高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

(入学志願者手続) 

第 32 条 入学志願者は、所定の入学願書に、卒業証明書または卒業見込証明書、所定の調査書、写真お

よび別に定める入学検定料を添えて提出しなければならない。 

 

(入学の許可) 

第 33条 入学の許可は、試験その他の選考方法により教授会の審議を経て学長が行う。 

 

 

(在学保証書) 

第 34 条 入学許可を得た者は、別に定める入学金、授業料等を添えて保証人連署の在学保証書を提出し

なければならない。 

 

(保証人) 

第 35条 保証人は父母か近親とする。ただし、保証人が遠隔の地に在住する者は、別に本学の通知を受

けたならば、直ちに出校できるところの副保証人をおかなければならない。 

２ 保証人に変更があったときは、その旨を届け出なければならない。 
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(休学) 

第 36条 病気その他の理由で引続き２ヵ月以上出席することができない場合は、その理由を具し、保証

人連署で学長に願い出て休学することができる。ただし、病気を理由とする休学願には、医師の診断

書を添付しなければならない。 

 

(休学期間) 

第 37条 休学は、２年以上にわたることができない。ただし、特別の事情がある場合には、引続き休学

を許可することがある。 

２ 通算休学年数は、修学年限以内とする。 

３ 休学期間は、在学年数に算入しない。 

 

(休学中の授業料) 

第 38条 休学中は、その期間の授業料を半額とすることができる。 

 

(復学) 

第 39条 休学期間が満了し、または休学期間中に復学しようとする者は、理由書(病気を理由とする休

学者は、医師の診断書)を添え、願い出なければならない。 

 

(留学) 

第 39条の２ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の大学等で学修をすることを目的とする

留学を許可することができる。 

２ 前項により留学を許可された者が留学できる期間(以下「留学期間」という。)は、１年以内とする。

ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、学長は、さらに１年以内に限り、留学期間の

延長を許可することができる。 

３ 留学期間は、第 19条に定める在学期間に含めることができる。 

４ 前各項に規定するもののほか、留学に関し必要な事項は、別に定める。 

 

(願い出による退学) 

第 40 条 病気等やむを得ない事情により退学する場合は、保証人連署の上、学長に願い出なければなら

ない。 

 

(学費未納等による退学) 

第 41 条 次の各号の一に該当する者は、学長はこれを退学とする。 

(1) 所定の学費の納入期限を過ぎ催告してもなお納入しない者 

(2) 第５条ただし書の規定する在学年数を超えた者 

(3) 第 37条第２項の規定する通算休学年数を超えた者 
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(編・転入学) 

第 42 条 他の大学および短期大学等から本学に編・転入学を願い出た者は、定員に余裕のある場合に限

り、選考の上、編・転入学を許可することがある。 

２ 他の大学および短期大学等において取得した授業科目および単位数ならびに在学年数の全部または

一部を本学において換算することができる。この場合には、２年次編入は 30単位、３年次編入は 60

単位を上限とし、個別に単位を認定する。 

３ 編・転入学者は、本学に２年以上在学しなければならない。 

４ 第１項の編・転入学者についての第５条に定める在学年数は、当該編・転入学者について本学最低

限度在学しなければならないものとされた年数の２倍を超えてはならない。 

 

(転学部・転学科) 

第 43条 転学部・転学科は、学部・学科の定員に余裕がある場合、学年の始めに許可することがある。 

 

(再入学) 

第 44 条 第 40 条および第 41条第１項第１号、第３号により退学した者が、再入学を願い出たときは、

選考の上、これを許可することがある。この場合には、既修の科目の全部または一部を再び履修させ

ることがある。 

 

(死亡の届け出) 

第 45条 学生の死亡の届け出があった場合は、学長は学籍簿にその旨記載する。 

 

 

第 11 章 賞罰 

 

(褒賞) 

第 46条 次の各号の一に該当する者に対し、学長は、教授会の審議を経て、これを褒賞することができ

る。 

(1) 成績優秀な者 

(2) 学生自治の向上に尽力した者 

(3) 学生の模範となるような行為のあった者 

 

(懲戒) 

第 47条 学則その他本学の定める諸規則を守らず、学生の本分に反する行為のあった者に対し、学長は、

教授会の審議を経て、これを懲戒する。 

２ 懲戒は、訓告、停学および退学とする。 

３ 次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることがある。 

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者 

(2) 学業を怠り、成業の見込がないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者 
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(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

 

第 12 章 委託学生、聴講生、科目等履修生および外国人留学生 

 

(委託学生) 

第 48条 官公庁、外国政府または団体等から６カ月以上を在学期間として、その所属の職員につき、本

学に委託を願い出たときは、当該学科の教育および研究に妨げのない限り、選考の上、第 30 条ないし

第 32 条の規定によらないで、委託学生として入学を許可することがある。 

２ 委託学生に関する規則は、別に定める。 

 

(聴講生) 

第 49条 本学の入学資格を有する者で、本学所定の授業科目中１科目または数科目を選んで聴講を志願

する者があるときは、当該学科の教育および研究に妨げのない限り、選考の上、第 30 条および第 32

条の規定によらないで聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生に関する規則は、別に定める。 

 

(科目等履修生) 

第 50 条 本学の入学資格を有する者で、本学所定の授業科目中１科目または数科目の履修を志願する者

があるときは、当該学科の教育および研究に妨げのない限り、選考の上、第 30 条および第 32 条の規

定によらないで、科目等履修生として入学を許可し、単位を授与する。 

２ 前項の単位の授与については、第 18条の規定を準用する。 

３ 科目等履修生に関する規則は、別に定める。 

 

(規定の準用) 

第 51 条 委託学生、聴講生および科目等履修生については、本章および前条の規定に定めるほか、この

学則中第５条、第 12条、第 19条、第 20条、第 22 条、第 33条ないし第 39条、第 41条ないし第 45

条を除き、正規の学生に関する規定を準用する。 

 

(外国人留学生) 

第 52 条 大学において教育を受ける目的をもって入国した外国人で、本学に入学を志願する者があると

きは、別に定めるところにより、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 

 

(特別聴講留学生の受け入れ) 

第 53条 本学と協定のある外国の大学の学生で、本学の授業科目の履修を希望し、当該大学の推薦のあ

る者は、教授会の審議を経て、学長が特別聴講留学生として入学を許可することができる。 

２ 特別聴講留学生に関する規程は、別にこれを定める。 
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第 13章 学費 

 

(入学検定料) 

第 54 条 本学に入学を志願する者は、第 32 条に定める手続と同時に別表Ⅲに定める入学検定料を納め

なければならない。ただし、委託学生、聴講生および科目等履修生については、別表Ⅲの金額の２分

の１とする。 

 

(学費) 

第 55条 入学金、授業料、施設拡充費およびその他の学費ならびに納入期日は、別表Ⅳおよび別表Ⅴの

とおりとする。 

 

(学費の返還) 

第 56条 中途退学者には、既納の学費は返還しない。 

 

 

第 14 章 大学院 

 

(大学院) 

第 57条 本学に大学院を置く。 

２ 大学院に置く研究科の名称及び課程は、次のとおりとする。 

  経済学研究科 経済学専攻 博士課程 

  社会学研究科 社会学専攻 博士課程 

  物流情報学研究科 物流情報学専攻 博士課程 

  法学研究科 リーガルガバナンス専攻 修士課程 

  スポーツ健康科学研究科 スポーツ科学専攻 修士課程 

３ 大学院に関する規則は、別に定める。 

 

 

第 15章 専攻科 

 

(専攻科) 

第 58条 本学に専攻科を置く。 

２ 専攻科名は、次のとおりとする。 

  経済学専攻科 経済学専攻 

  経営学専攻 

３ 専攻科に関する事項は、流通経済大学経済学専攻科学則を以ってこれを定める。 
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第 16章 留学生別科 

(留学生別科) 

第 59条 本学に留学生別科を置く。 

２ 留学生別科に置く課程は、次のとおりとする。 

  留学生別科 日本語研修課程 

３ 留学生別科に関する事項は、流通経済大学留学生別科学則をもってこれを定める。 

 

 

第 17章 図書館および附属施設 

 

(図書館) 

第 60 条 本学に図書館を設け、図書その他の文献および研究資料を収集管理し、教職員および学生の閲

覧に供する。 

２ 図書館に関する規則は、別に定める。 

 

(附属研究所) 

第 61 条 本学に次の研究所を置く。 

(1) 物流科学研究所 

２ 前項の研究所に関する規則は、別に定める。 

 

(附属教育施設) 

第 62 条 本学に次の教育施設を置く。 

(1) 国際言語教育センター 

(2) 体育指導センター 

２ 前項の各教育施設に関する規則は、別に定める。 

 

 

第 18章 部局 

(部局) 

第 63条 本学に次の部局を置く。 

(1) 総務部 

(2) 経理部 

(3) 教務部 

(4) 学生部 

(5) 教育学習支援センター 

(6) 国際交流センター 

(7) 就職支援センター 

(8) 入試センター 

(9) 総合情報センター 
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(10) スポーツ健康センター 

(11) 新松戸キャンパス総合事務センター 

２ 各部局に関する規則は、別に定める。 

 

 

第 19章 公開講座 

 

(公開講座) 

第 64 条 土曜、日曜または休暇等の適当な時期を選び、経済、輸送その他人文科学、社会科学、時事問

題等に関する公開講座を開くことがある。 

 

 

 

第 20 章 厚生および保健施設 

 

(保健室) 

第 65条 本学に保健室を置き、主として学生の保健衛生を管理する。 

 

(運動場) 

第 66条 本学の運動場は、本学の学生、教職員に限り使用することができる。ただし、休業日には一般

に開放することがある。 

 

 

 

附 則 

１～57 （略） 

58. 58. 58. 58. この改正は、平成この改正は、平成この改正は、平成この改正は、平成 29292929 年４月１日から施行する。年４月１日から施行する。年４月１日から施行する。年４月１日から施行する。    
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別表Ⅰ 

１．経済学部経済学科、経営学科において開設する授業科目及び単位数は、次のとおりとする。 

（１）経済学科 （略） 

（２）経営学科 （略） 

２．社会学部社会学科において開設する授業科目及び単位数は、次のとおりとする。 

（１）社会学科 （略） 

３．社会学部国際観光学科において開設する授業科目及び単位数は、次のとおりとする。 

（１）国際観光学科 （略） 

４．流通情報学部流通情報学科において開設する授業科目及び単位数は、次のとおりとする。 

（１）流通情報学科 （略） 

５．法学部ビジネス法学科、自治行政学科において開設する授業科目及び単位数は、次のとおりとする。 

（１）ビジネス法学科 （略） 

（２）自治行政学科 （略） 

６．スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科において開設する授業科目及び単位数は、次のとおりとす

る。 

（１）スポーツ健康科学科 （略） 
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（２）スポーツコミュニケーション学科 

スポーツコミュニケーション学科 学年別教育課程表 

 

③ 
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④ 
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別表Ⅱ 

１．経済学部の卒業に必要な単位数の内訳は、次のとおりとする。 

  （略） 

２．社会学部の卒業に必要な単位数の内訳は、次のとおりとする。 

  （略） 

３．流通情報学部の卒業に必要な単位数の内訳は、次のとおりとする。 

  （略） 

４．法学部の卒業に必要な単位数の内訳は、次のとおりとする。 

  （略） 

５．スポーツ健康科学部の卒業に必要な単位数の内訳は、次のとおりとする。 

  スポーツ健康科学科 （略） 

  スポーツコミュニケーション学科 

ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

授業科目 修得すべき単位数 

学部必修科目 
30単位以上 

 

  学科必修科目  

  外国語科目 6単位以上  

  キャリア科目 6単位以上  

  教養基礎科目 16単位以上  

  学科基礎科目 8単位以上  

  学部基礎科目 20単位以上   88 単位以上 

  ｽﾎﾟｰﾂ実技科目 7単位以上  

  専門発展科目   

  資格基礎科目   

  外国語選択科目   

    合    計         124 単位以上 

自由科目(資格発展科目)  (卒業単位には含まれません。) 
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別表Ⅲ 

 

  

別表Ⅳ (学部入学生学費) 

 

  

別表Ⅴ (委託学生、聴講生および科目等履修生学費) 

 

 

303,400303,400303,400303,400 円円円円    

773,000773,000773,000773,000 円円円円    

333386,50086,50086,50086,500 円円円円    

386,500386,500386,500386,500 円円円円    

175,300175,300175,300175,300 円円円円    

280,400280,400280,400280,400 円円円円    

19,50019,50019,50019,500 円円円円    
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流通経済大学スポーツ健康科学部規則（案） 

(制定 平成 29年４月１日) 

 

 

(総則) 

第１条 スポーツ健康科学部(以下「学部」という。)に関する事項で、流通経済大学学則(以下「学則」という。)

に定めるもののほかは、この規則の定めるところによる。 

 

(組織) 

第２条 学部に次の学科を置く。 

 スポーツ健康科学科 

 スポーツコミュニケーション学科 

 

(教授会) 

第３条 学則第 27条に基づき、学部に教授会を置く。 

２ 教授会は、学部に所属する専任の教授、准教授、講師および助教をもって構成する。 

３ 教授会の招集は、学部長が必要と認めたとき、または教授会構成員の３分の１以上が審議事項を指定して

申し出たとき、学部長が行う。 

４ 教授会は、学則第２７条第３項の各号の事項を審議する。 

５ 教授会は、教授会構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、海外出張中の者、休職中の者および

病気その他の理由により引続き３ケ月以上欠勤中の者は、教授会構成員の数から除くものとする。 

６ 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、第４項第６号に関する議事は、出席者の３分

の２以上の多数をもって決する。 

７ 教授会は、必要に応じ教授会構成員以外の者の出席を求めることができる。 

８ 教授会の議決事項は、これを記録して保管する。 

９ その他教授会の運営に必要な事項は、教授会が別に定める。 

 

(学部運営委員会) 

第４条 学部を円滑に運営するため、学部に学部運営委員会を置く。 

２ 学部運営委員会は、学部長および学部教授会を構成する専任教員のなかから選出された学部運営委員２名

をもって構成する。 

３ 学部運営委員は学部長を補佐する。 

４ 学部運営委員の任期は２年とし、その始期は４月１日とする。ただし、補充の委員の任期は前任者の残存

期間とする。 

５ 学部運営委員は、毎年半数ずつ改選し、前任者を引き続き再選することは認めない。 

６ 学部長が必要と認めたときは、学部運営委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができ

る。 

 

(人事委員会) 
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第５条 学部に人事委員会を置く。 

２ 人事委員会は、学部長の諮問に応じ、本学の専任の教授、准教授、講師、助教（以下「教員」という。）

および非常勤講師の教育研究業績の審査、選考を行い、学部長にその案を答申する。 

３ 人事委員会は、教授会を構成する専任の教員のなかから選出された４名の人事委員をもって構成する。 

４ 前項の委員の任期は２年とし、その始期は４月１日とする。ただし、補充の委員の任期は前任者の残存期

間とする。 

５ 前項の委員は、毎年半数ずつ改選し、再選を認めない。 

６ 人事委員会に正副委員長をおき、それぞれ委員の互選のよって選出する。 

７ 委員長は人事委員会を招集し、その議長となる。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行す

る。 

８ 人事委員会は、人事委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

 

(入試委員会) 

第６条 学部に入試委員会を置く。 

２ 入試委員会は、学部の入学者の選考に係る事項について協議し、次の業務を行う。 

（１）出題、採点、監督等の担当者の原案作成に関すること 

（２）入試問題の調整、校正、管理等に関すること 

（３）入学者決定の判定資料ならびに合格判定原案の作成に関すること 

（４）その他入学者選考に関すること 

３ 入試委員会は、学部長ならびに学部運営委員１名および学部教授会を構成する専任教員のなかから選出さ

れた２名をもって構成する。 

４ 入試委員会の委員長は学部長とする。 

５ 入試委員の任期は２年とし、その始期は４月１日とする。ただし、補充の委員の任期は前任者の残存期間

とする。 

６ 前項の委員は、毎年半数ずつ改選する。 

７ 学部長が必要と認めたときは、入試委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

 

(規則の改正) 

第７条 この規則の改正は、教授会の審議を経て学長が行う。 

 

 

 

附 則 

１．この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

２．この規則(改定)は、平成 27年４月１日から施行する。 

３．この規則(改定)は、平成 29年４月１日から施行する。 
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